
 

 

岩手県訓令第４号 

                                                     知事部局  

 法規審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成30年３月30日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

   法規審査委員会規程の一部を改正する訓令 

 法規審査委員会規程（昭和29年岩手県訓令第28号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（法務幹事） 

第６条 ［略］ 

２ 法務幹事は、別に定めるところにより部局等ごとに当該部

局等の長が当該部局等に所属する職員のうちから、原則とし

て２人以上を指名するものとする。この場合において、複数

の法務幹事を指名したときは、法務幹事を総括させるため、

うち１人を総括法務幹事に指名するものとする。 

 

 

３ ［略］ 

４ 委員長は、法規審査委員のうちから、法規審査委員を兼ね

る法務幹事（以下「幹事長」という。）１人を指名するもの

とする。 

５ 幹事長は、第２項の規定により指名されるもののほか、特

定事項等に関する事案の調整を行わせるため、職員のうちか

ら法務幹事（以下「特定法務幹事」という。）10人以内を指

名することができるものとする。 

（法務幹事） 

第６条 ［略］ 

２ 法務幹事（第４項に規定する幹事長を除く。）は、別に定

めるところにより部局等ごとに当該部局等の長が推薦する当

該部局等に所属する職員のうちから、同項に規定する幹事長

が指名するものとする。この場合において、部局等の長の推

薦に基づき複数の法務幹事を指名したときは、法務幹事を総

括させるため、うち１人を総括法務幹事に指名するものとす

る。 

３ ［略］ 

４ 委員長は、法規審査委員のうちから、法務幹事を兼ねる法

規審査委員（以下「幹事長」という。）１人を指名するもの

とする。 

５ 幹事長は、第２項の規定により指名するもののほか、特定

事項等に関する事案の調整を行わせるため、職員のうちから

法務幹事（以下「特定法務幹事」という。）10人以内を指名

することができるものとする。 

（法務幹事会による予備審査） 

第10条 委員会に幹事長並びに第６条第２項の規定により部局

等ごとに指名された法務幹事（２人以上の法務幹事を指名し

た部局等にあっては、総括法務幹事）及び同条第５項の規定

により指名された特定法務幹事をもって組織する会議（以下

「法務幹事会」という。）を置き、幹事長が主宰する。 

２ ［略］ 

３ 前項の規定により付議される条例案等を担当する部局等の

法務幹事は、予備審査に先立って所要の検討を行い、検討の

結果を法務幹事会で説明しなければならない。 

４ ［略］ 

（法務幹事会による予備審査） 

第10条 委員会に、幹事長並びに第６条第２項の規定により部

局等ごとに指名された法務幹事（２人以上の法務幹事が指名

された部局等にあっては、総括法務幹事）及び同条第５項の

規定により指名された特定法務幹事をもって組織する会議（

以下「法務幹事会」という。）を置き、幹事長が主宰する。 

２ ［略］ 

 

 

 

３ ［略］ 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第２項及び前項の規定は、予備審査の場合に準用する。こ

の場合において、前項中「委員長又は副委員長及び法規審査 

４ 前２項の規定は、予備審査の場合に準用する。この場合に

おいて、第２項中「前項の報告があった場合において、委員 

委員２人（第２条に掲げる事案のうち軽易なものにあっては 会」とあるのは「幹事会」と、前項中「委員長又は副委員長 



 

 

、１人）以上」とあるのは、「幹事長及び過半数の法務幹事

（第２条に掲げる事案のうち軽易なものにあっては、当該部

局等の法務幹事）」と読み替えるものとする。 

及び法規審査委員２人（第２条に掲げる事案のうち軽易なも

のにあっては、１人）」とあるのは「幹事長及び過半数の法

務幹事（第２条に掲げる事案のうち軽易なものにあっては、

当該部局等の法務幹事）」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第12条 委員会に書記若干人を置く。 

２ 書記は、職員のうちから知事が任命する。 

３ 書記は、庶務に従事する。 

（庶務） 

 

第13条 ［略］ 第12条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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